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3開庁⽇程度

※窓口へ持参の場合も
この時点では⼿数料の
お支払い及び技術者証
裏書は出来ません
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※指定店更新
の場合のみ

(※技術者登録・取消をする場合)
技術者証の裏書は出来ませんが、
登録番号等の確認が必要なため、
裏書前の新しい技術者証のコピー
を申請書類に添付してください。

または

指 定 店 ・ 責 任 技 術 者
申 請 手 続 き の 流 れ
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